
つるべすし弥助活用事業

事業者募集要項

令和 ８年 ５月

つるべすし弥助



目次

Ⅰ．事業の概要 ................................................................................................................................. 1
Ⅱ．事業実施条件 ............................................................................................................................. 1 
Ⅲ．応募資格要件 ............................................................................................................................. 4 
Ⅳ．応募手続き ................................................................................................................................. 5 
Ⅴ．事業者の選定方法 ...................................................................................................................... 7 
Ⅵ．契約に関する事項 ...................................................................................................................... 9 
Ⅶ．様式・参考資料 ....................................................................................................................... 10 
Ⅷ．問い合わせ先 ........................................................................................................................... 10



1 

I. 事業の概要 

1. 事業名 

つるべすし弥助活用事業者募集事業 

2. 趣旨 

「つるべすし弥助」は、奈良県吉野郡下市町にある８００年以上の歴史を持つ老舗料理店であ

り、日本最古のすし屋です。歌舞伎・文楽の名作「義経千本桜」の三段目「すし屋の段」の舞台

でもあり、主人公である「いがみの権太」は歌舞伎の中でも特に人気が高く、片岡仁左衛門や

市川団十郎などの名だたる名優が演じてきた役です。また、下市町のマスコットキャラクター

「ごんたくん」は「いがみの権太」をモデルにしています。 

 現在の店舗は、昭和１４年（１９３９年）に再建され、赤いベンガラ壁に外観が印象的な木造

３階建て構造の建物です。座敷・個室など約８０席があり、３階から山庭を一望しながら食事

を楽しむことができます。 

 今回、この建物１階の未利用部分について、空きスペースを有効に活用し、地域活性化等に寄

与する事業者を広く募集します。 

募集にあたっては、事業者の皆さまのノウハウを活かした事業提案を広く求める公募型プロポ 

ーザル方式により、事業計画提案を募り、優れた提案を選考し、優先交渉権者（１者）及 

び次点者（１者）を選考し、協議が整えばつるべすし弥助が建物の貸付を行います。 

※本事業は、つるべすし弥助と下市町賑わい創出協議会（産・学・官・地域が一体となって町 

全体の賑わい創出に取り組む下市町役場が事務局の団体）が連携し行っています。 

II. 事業実施条件 

1. 応募の対象となる施設の概要 

所在地 奈良県吉野郡下市町大字下市５３３ 

建物床面積 約 800 ㎡（全体）、 

今回貸付予定の１階未利用部分（対象物件）の面積は約６０㎡（３

部屋約３６㎡、廊下・トイレ約２４㎡） 

土地建物の権利状況 つるべすし弥助の運営者が所有 
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都市計画等による制限 近隣商業区域（建ぺい率：80％・容積率：200％）

土砂災害警戒区域 当該建物の一部が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成12年法律第57号）に基づく土砂災害特別

警戒区域及び土砂災害警戒区域に指定されています。

現況 昭和１４年（１９３９年）に再建され、赤いベンガラ壁に外観が印

象的な木造３階建て構造の建物。 

北側の建物は、１階が厨房、２階が大広間。 

南側の建物は、１階が風呂・今回貸付予定の未利用部分、２階が個

室３部屋（現在は食事に利用、その前は宿泊用部屋）、３階が 

山庭を一望できる中広間。

その他 下市町北部の国道 309 号線付近に位置しており、近鉄下市口駅から

約 1.1km。 

つるべすし弥助周辺の土砂災害警戒区域 
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2. 募集する事業提案 

事業提案に関して、次のア～ウの条件を全て満たしてください。 

ア. 事業者が事業対象地を借地し、現存する建物等を活用した提案であり、その継続性が高い 

こと。 

イ.来訪者の誘引と地域交流を促進する事業提案が含まれていること。 

ウ.下市町及び地域の事業者や住民との連携・協働等、地域に貢献できる事業提案が含まれて 

いること。 

3. 対象物件の利用条件 

対象物件の利用条件は、以下の通りです。 

ア．対象物件の引渡しは現状有姿での引渡しとする。ただし、整地・建築・改修・修繕等を行う

場合は、事前につるべすし弥助の承認を得ることとします。 

イ. 施設整備及び運営にあたっては、都市計画法や建築基準法、消防法等の関係法令、町条例 

等を遵守することとし、改修等のために必要な各種法令等に基づく届出は、利活用を行う 

事業者が行うこととします。 

ウ．運営に関して環境、景観、防災、防犯等に配慮してください。 

エ．対象物件の活用方法によっては、国の地域経済循環創造事業交付金（ローカル 10,000 プ 

ロジェクト）などの対象となる場合があります。詳しくは、下市町役場地域づくり推進課 

までお問い合わせ下さい。 

4. 対象物件の貸付条件 

事業者は、貸付期間中、対象物件を使用することができます。なお、対象物件の貸付料は事業者

の提案価格を参考に協議します。 

項目 内容 

契約形態 賃貸借等契約 

貸付期間 事業者からの提案期間を参考に協議し、決定します。 

（国の補助金等を活用した場合は、10年以上の運営等の条件あり） 

貸付料 事業者からの提案価格を参考に協議し、決定します。 

対象物件引渡し時期 令和８年１０月以降の引渡し予定

事業期間満了後等の返

還条件 

原則として、事業者が既存施設を改修した部分に係る原状回復は不要

としますが、新築又は増築した建物・構築物や搬入した設備について

は、解体・撤去し、契約前の状態に戻してつるべすし弥助に返還する

ものとします。 

5. 事業者の収入及び負担 

(1)事業者の収入 

① 事業者が自ら本施設を運営すること等により得られる収入は、事業者の収入とします。 

② 事業者が、本事業において自己資金等で施設整備を行い、国、県等の補助金等を活用する

場合は、事業者自らの責任において申請等の手続きを行うものとします。 
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(2)事業者の負担 

①事業者は、対象物件の維持管理に必要な費用を負担していただきます。 

②事業者は、賃貸借等契約、開発許可・建築確認申請等各種法令の許認可に必要な費用を負担 

していただきます。 

 ③事業者は、事業実施に必要となる施設整備、改修に要する費用及びその更新に要する費用を 

負担していただきます。 

④事業者は、対象物件の運営に要する費用（光熱水費、各種法定点検費）を賃貸借期間に渡っ

て負担していただきます。 

⑤事業者は、本施設に投じた有益費又は必要経費があっても、これをつるべすし弥助に請求す 

ることはできません。 

6. その他の事業実施条件 

(1)法令等の遵守 

事業者は、関係法令並びに奈良県及び下市町の条例・規則・要綱等を遵守してください。

(2)許認可等の手続き 

対象物件の整備・運営に必要となる都市計画法や建築基準法、消防法等の届出や許認可等の

諸手続きは、事業者自らの責任と負担により行ってください。 

 その他、許認可等の取得に伴って、当初予測し得ない事業費の増大等により安定的・継続的

な事業が実施できないと町と事業者の双方が判断した場合、事業計画の見直し、継続、中止等

の対応を協議します。 

III. 応募資格要件 

1. 応募者の資格要件 

応募者は、次に掲げる条件を全て満たしていること。 

(1)単独の法人又は団体（以下「単独応募者」という。）又は複数の法人又は団体（以下「構成員」

という。）で構成される共同事業体（以下「共同事業体」という。）であること。 

(2)共同事業体は、応募手続きを行う者を代表応募者として定めてください。単独応募者の場合は、

当該者をもって代表応募者とします。 

(3)共同事業体の構成員は、他の共同事業者の構成員となり、又は単独で申請することはできませ

ん。 

(4)次のいずれかに該当する場合は、応募者となることはできません。 

① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づ

く更生・再生手続き中の者 

② 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に

規定する暴力団又は下市町暴力団排除条例（平成 24 年下市町条例第１号）の規定より制限

されている者 

④ 国税及び地方税を滞納している者 
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2. 応募資格確認基準日 

応募資格要件等の確認基準日は、参加申込書提出日とします。 

3. 契約締結までに資格を喪失した場合の取扱い 

 事業提案書を提出した応募者が、事業提案書の受付日以降に応募者資格要件を欠くこととな

った場合の対応は、次のとおりです。 

(1)  事業提案書の受付日から優先交渉権者決定日までの間に、応募者が応募者資格要件を欠く

こととなった場合には、失格とします。ただし、共同事業体の代表応募者以外の構成員が

応募者資格要件を欠くこととなった場合で、その理由がやむを得ないと町が認めた場合に

は構成員の変更ができるものとします。 

(2) 優先交渉権者決定日から賃貸借等契約の締結日までの間に、応募者が応募者資格要件を欠

くこととなった場合には解除を行う場合があります。 

IV. 応募手続き 

1. 応募手続き 

(1)募集要項の配布 

募集要項は、下記の期間に、つるべすし弥助の店舗又は下市町のホームページにおいて配布

します。 

配布期間：令和８年５月１１日（月）～７月２３日（木） 

※店舗での配布は、午前１０時００分～午後４時００分とします（来店前に連絡をお願い 

します）。 

(2)現地見学会・説明会の実施 

当該施設の概要等について、現地見学会・説明会を日程調整の上、開催しますので、応募者

は必ずご参加ください。下記の受付期間中に「現地見学会・説明会参加申込書（様式１）」を事

務局にご提出ください。 

① 開催日時 

令和８年５月１１日（月）～７月２４日（金）で日程調整の上、随時開催 

② 受付期間 

令和８年５月１１日（月）午前１０時～７月２３日（木）午後５時 必着 

③ 申込方法 

「現地見学会・説明会参加申込書」にご記入の上、原本ファイル形式のまま電子メールにて

ご提出ください。なお、件名は【つるべすし弥助現地見学会参加申込】としてください。 

(3)募集要項に関する質問受付 

募集要項の記載内容に関して質問事項がある場合は、質問受付を以下のとおり行います。 

① 受付期間 

令和８年５月１１日（月）午前１０時～７月２４日（金）午後５時 必着 

② 提出方法 

「質問書（様式２）」にご記入の上、原本ファイル形式のまま電子メールにてご提出ください。
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なお、件名は【つるべすし弥助質問書送付】としてください。 

③ 質問に対する回答 

下市町ホームページで随時回答しますが、最終回答は令和８年７月３０日（木）とします。

なお、回答内容は、募集要項等の追加又は修正とみなします。 

(4)事業参加申込書及び事業提案書の受付 

応募者は、「事業参加申込書（様式３）」及び【別紙１】「応募書類」に示す書類をご提出くだ

さい。 

① 受付期間 

令和８年８月３日（月）午前１０時～８月７日（金）午後５時 必着 

② 提出方法 

「事業参加申込書」及び「応募書類」に示す書類にご記入の上、持参又は郵送にてご提出く

ださい。併せて、電子メールにてご提出ください。なお、件名は【つるべすし弥助事業参加

申込】としてください。 

 (5)応募の辞退 

事業参加申込書の提出後に申請を辞退される場合は、その旨を書面（任意様式）にてご提出

ください。 

(6)募集・選定スケジュール 

募集選定スケジュールは以下のとおりとします。 

募集から選定までのスケジュール 

日程 内容 

令和 8年 5月 11 日（月）から 

令和 8年 7月 23 日（木）まで 

事業者への募集要項等の配布 

現地見学会・説明会の参加申込 

令和 8年 5月 11 日（月）から 

令和 8年 7月 24 日（金）まで 

日程調整のうえ、随時開催 

現地見学会・説明会の実施 

令和 8年 5月 11 日（月）から 

令和 8年 7月 24 日（金）まで 
募集内容に関する質問の受付 

令和 8年７月 30 日（木）まで随時 質問に関する回答 

令和 8年 8月 3 日（月）から 

令和 8年 8月 7 日（金）まで 
事業参加申込書及び事業提案書の提出 

令和 8年 8月 10 日（月）から 

令和 8年 8月 14 日（金）まで 
資格審査（提出書類による審査） 

令和 8年 8月 19 日（水） 提案審査の日時の通知 

令和 8年 8月 24 日（月）から 

令和 8年 8月 31 日（月）までで日程調整 
提案審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

令和 8年 9月 2 日（水） 優先交渉権者決定通知発送 
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2. 応募にあたっての留意事項 

(1)募集要項の承諾・複数提案の禁止 

応募者は、事業参加申込書の提出をもって、募集要項の記載内容を承諾したものとします。

また、１応募者は１提案までとします。 

(2)費用負担 

応募にかかる費用については、すべて応募者の負担とします。 

(3)使用言語及び単位 

提案に際して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるもの、

通貨は日本円とします。 

(4)事業提案書の取扱い・著作権等 

① 事業提案書の変更等の禁止 

原則、事業提案書の変更、差し替え若しくは再提出は認めません。ただし、つるべすし弥

助と事業者が協議を行い、必要があると認められた場合は、この限りではありません。 

② 著作権・特許権等 

事業提案書の著作権は、応募者に帰属します。ただし、事業提案書について、事業者の選

定・公表・展示・その他町が必要と認めるときには、つるべすし弥助はこれを複製し無償で

使用できるものとします。応募者は、事業提案書の提出をもって当該公表等に同意したもの

とします。 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果

生じた責任は、提案を行った応募者が負います。 

なお、いずれの事業提案書についても返却しません。 

V. 事業者の選定方法 

1. 事業者選定方式 

事業者の選定方法は、事業コンセプト、事業計画、施設利用及び運営計画等の観点から総合

的に評価し、優先交渉権者を選定する公募型プロポーザル方式により行うものとします。 

2. 選定委員会の設置 

優先交渉権者の選定に際し、つるべすし弥助活用事業選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）を設置します。なお、選定委員会は非公開とします。 

3. 審査内容 

本事業の審査は、「資格審査」、「提案審査」により行うものとします。 
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(1)資格審査 

資格審査では、つるべすし弥助で応募者の応募資格要件を審査します。資格審査の結果、不

適格事項がある場合は失格とし、提案審査を行いません。 

(2)提案審査 

資格審査の要件を満たした応募者について、提案審査を行います。 

提案審査では、選定委員会において、表 5-1 に示す審査項目、評価の視点、配点に基づいて、

提案内容を審査します。なお、いずれかの審査項目で、事業の安定性・継続性に対して重大な

問題点があると評価した場合、他の審査項目の点数に関わらず、優先交渉権者として選定しな

いことがあります。 

 ※提案審査は、対面によるプレゼンテーション及びヒアリングで行います 

表 5-1（1） 提案審査の内容 ①事業コンセプト等：配点合計 50 点 

審査項目 評価の視点 配点 

事業 

コンセプト 

・提案された事業コンセプト（目的・意義等）が本事業（募集する

事業提案等）の趣旨に合致しているか。 

・来訪者の誘引と地域交流を促進等を図る具体的な提案であるか。

・対象物件周辺の現状や課題を理解し、地域の事業者や住民との連

携・協働、地域に貢献できる提案であるか。 

・可能な限り長期間の運営ができるような事業コンセプトになって

いるか。 

30 点 

町・地域への

波及効果 

・応募者が提案する施設の機能が下市町や地域の活性化、地域に貢

献する提案が具体的になされているか。 

・施設の機能だけでなく、応募者がつるべすし弥助を活用すること

による下市町・地域への貢献内容が具体的に記載されているか。

20 点 

表 5-1（2） 提案審査の内容 ②事業計画：配点合計 20 点 

審査項目 評価の視点 配点 

事 業 収 支 計

画、継続性 

・資金調達及び毎年度の収支計画等について、継続性が高い提案が

なされているか。 

・応募者の提案について他での実績があるか。 

10 点 

借受希望価格 ・下記の比率により、得点を付与する。 

応募者の得点＝10 点×応募者が提案した借受希望価格／最高希望

価格 

※応募者の得点は小数点以下切り捨てで計算する。 

10 点 

※実際の貸付料は、借受希望価格を参考に協議し、決定します。
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表 5-1（3） 提案審査の内容 ③施設計画：配点合計 10 点 

審査項目 評価の視点 配点 

施設計画 ・施設利用者の特性を踏まえ、安全で快適に施設を利用できるよう

な施設面での優れた提案がなされているか。 
10 点 

表 5-1（4） 提案審査の内容 ④運営計画：配点合計 20 点 

審査項目 評価の視点 配点 

運営方針及び

体制 

・応募者が提案する機能が円滑な運営が可能となるような施設の運

営方針及び運営体制となっているか。 
10 点 

住民利便性 ・応募者が事業を行うことにより、住民の利便性向上が図られる提

案がなされているか。 
10 点 

4. 優先交渉権者の決定 

選定委員会は、有効な事業提案書を提出した応募者であって、各選定委員の採点結果を合計

した点数を応募者の総合得点とし優先交渉権者及び次点交渉権者を決定し、優先交渉権者と契

約交渉を行います。なお、応募者が１者のみ（提案が重ならなかった）の場合でも、本プロポ

ーザルは成立するものとします。ただし、総合得点において満点の５割以上の点数が必要です。 

 優先交渉権者と賃貸借等契約を締結しなかった場合、次点交渉権者と協議します。次点交渉

権者としての権利は、優先交渉権者の賃貸借等契約をもって消滅します。 

5. 選定結果の通知・公表 

 選定結果は、優先交渉権者及び次点交渉権者決定後、速やかに優先交渉権者及び次点交渉権

者に文書で通知します。問い合わせ等により、優先交渉権者及び次点交渉権者の名称や提案概

要を公表する場合があります。 

6. 失格事項 

 資格審査における応募者の応募資格要件の具備が審査基準に適合しない場合のほか、提出さ

れた事業提案書について、次のいずれかの事項に該当する場合も失格とします。 

① 提出期限までに事業提案書が提出されなかった場合 

② 事業提案書に虚偽の記載等があった場合 

③ 事業提案書に重大な不備・不足があった場合 

④ 選定の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤ 募集要項に違反すると認められる場合 

⑥ 事業提案書の内容に重大な問題点があるなど、採点者が失格と判断した場合 

⑦ その他不正行為があった場合 

VI. 契約に関する事項 

1. 賃貸借等契約 

(1) 優先交渉権者は、つるべすし弥助を相手方として、事業の内容について協議の上、募集要

項、事業提案書、賃貸借等契約書（案）に基づき、賃貸借等契約を締結します。 
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(2) 賃貸借等契約の締結にあたっては、軽微な事項を除き、原則、募集要項等に示した契約内

容について変更できないことにご留意ください。 

(3) 賃貸借等契約に係る事業者側の弁護士費用、印紙代等は、事業者の負担とします。 

(4) 賃貸借等契約締結後に、事業者が行う本施設にかかる法令上の許可等が得られなかった場

合には、つるべすし弥助は契約を解除できます。 

(5) 優先交渉権者の責めに帰する事由により賃貸借等契約を締結しない又は解除した場合、つ

るべすし弥助はその損害の賠償を請求することがあります。 

2. 賃貸借等契約に係る土地・建物の返還義務 

(1) 事業者は、賃貸借等契約の期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、本施設を

明け渡してください。この場合、事業者は通常の使用に伴い生じた本施設の消耗分を除き、

造作加工したものがあれば速やかに原状回復してください。なお、つるべすし弥助が認め

た場合、原状回復は不要とします。 

(2) 事業者は、本施設の明け渡しに際し、造作買取請求、必要費、有益費の償還請求を行うこ

とはできません。 

3. その他 

土地等の取扱いについては、次のとおりとします。 

(1) 事業者は、貸付物件の維持管理及び事業の運営を自ら行ってください。 

(2) 工事等を行うときは、つるべすし弥助と事前に協議をお願いします。 

(3) 事業者が以下の行為等を行おうとする場合には、あらかじめつるべすし弥助の承諾を得て

ください。 

① 賃貸借等契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは転貸しようとする

とき。 

② 施設の増改築しようとするとき。 

③ 貸付物件を事業提案書記載の用途以外に使用しようとするとき。 

④ 貸付物件を事業提案書記載の者以外に使用させようとするとき。 

VII. 様式・参考資料 

様式１ 現地見学会・説明会参加申込書 

様式２ 質問書 

様式３ 事業参加申込書 

様式４ 応募書類の提出について 

様式５ 団体概要書 

様式６ 共同事業体関係書類 

様式７ 借受希望価格書 

参考資料１ つるべすし弥助の概要 

  別紙１ 応募書類について 

VIII. 問い合わせ先 

つるべすし弥助 

  〒638-0041 奈良県吉野郡下市町大字下市 533 番地  TEL：0747-52-0008 
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  メール：sushiyasuke50@yahoo.co.jp 

              メール送信後は、必ずつるべすし弥助に電話をし、受信確認を行って下さい。 


